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物品等又は役務の名称及び数量
随意契約の担当部課の

名称及び所在地
随意契約を
締結した日

随意契約の相手方の氏名及び住所 随意契約によることとした理由

1 九州ブロック血液センターYoutube動画広告
総務部経理課
福岡県久留米市
宮ノ陣三丁目４番12号

令和７年２月10日
株式会社西鉄エージェンシー
福岡県福岡市中央区大手門二丁目１番10号

1,100,000 円
予定価格が160万円を超えない財産の
買入であるため（日本赤十字社会計規
則施行細則第35条第２項）

2
九州ブロック血液センター
血液製剤用X線照射装置修理　MBR-1530A-TW（７号
機）

総務部経理課
福岡県久留米市
宮ノ陣三丁目４番12号

令和７年２月13日
富士フイルムメディカル株式会社
佐賀県鳥栖市藤木町2463

2,486,000 円

契約業者は、当該機器の納入業者であ
り、適切な保守業務の実施が可能な唯
一の業者であることから、契約の性質又
は目的が競争を許さない場合に該当す
るため。（日本赤十字社会計第36条第４
項）

3
福岡県赤十字血液センター
熊本県赤十字血液センター
移動採血車5ベッド化工事

総務部経理課
福岡県久留米市
宮ノ陣三丁目４番12号

令和７年２月13日
いすゞ自動車首都圏株式会社
千葉県浦安市港77-4

2,860,000 円

契約業者は、当該車両の製造業者であ
り、本件の仕様を満たすことが可能な唯
一の業者であることから、契約の性質又
は目的が競争を許さない場合に該当す
るため。（日本赤十字社会計第36条第４
項）

4
九州ブロック血液センター
リアルタイムPCRシステム

総務部経理課
福岡県久留米市
宮ノ陣三丁目４番12号

令和７年２月14日
正晃株式会社福岡第二営業所
福岡市東区松島三丁目34番33号

7,072,560 円

契約業者は、本件の使用条件を満た
し、納入期限までに納入が可能な唯一
の業者であることから、契約の性質又は
目的が競争を許さない場合に該当する
ため。（日本赤十字社会計第36条第４
項）

5
鹿児島県赤十字血液センター
感染性廃棄物保管庫冷却機器更新工事

総務部経理課
福岡県久留米市
宮ノ陣三丁目４番12号

令和７年２月20日
オリエント冷機有限会社
鹿児島県鹿児島市田上台四丁目45番16号

1,034,000 円
予定価格が250万円を超えない工事又
は製造であるため（日本赤十字社会計
規則施行細則第35条第１項）

6
熊本県赤十字血液センター
採血資材庫及びサーバー室空調機更新工事

総務部経理課
福岡県久留米市
宮ノ陣三丁目４番12号

令和７年２月21日
旭電業株式会社
熊本県熊本市南区田迎６丁目11番3号

1,048,300 円

契約業者は、当該設備の施工業者であ
り、稼働中の既存設備との連携による
動作環境の互換性を維持する必要があ
るため、同工事を安全かつ迅速に実施
できるのは同社のみであることから、契
約の性質又は目的が競争を許さない場
合に該当するため。（日本赤十字社会計
規則第36条第４項）

7
九州ブロック血液センター
福岡ソフトバンクホークス・オフィシャル・スポンサー契約

総務部経理課
福岡県久留米市
宮ノ陣三丁目４番12号

令和７年３月４日
福岡ソフトバンクホークス株式会社
福岡市中央区地行浜二丁目2番2号

3,300,000 円

契約業者は、当該球団のスポンサー契
約を取り扱う唯一の業者であることか
ら、契約の性質又は目的が競争を許さ
ない場合に該当するため。（日本赤十字
社会計第36条第４項）

8
熊本県赤十字血液センター
換気設備改修工事

総務部経理課
福岡県久留米市
宮ノ陣三丁目４番12号

令和７年３月６日
旭電業株式会社
熊本県熊本市南区田迎６丁目11番3号

1,298,000 円
予定価格が250万円を超えない工事又
は製造であるため（日本赤十字社会計
規則施行細則第35条第１項）

9
福岡県赤十字血液センター
解析付心電計

総務部経理課
福岡県久留米市
宮ノ陣三丁目４番12号

令和７年３月６日
株式会社キシヤ
福岡県北九州市八幡東区東田1-3-7

1,155,000 円
予定価格が160万円を超えない財産の
買入であるため（日本赤十字社会計規
則施行細則第35条第２項）

10
鹿児島県赤十字血液センター
解析付心電計　２式

総務部経理課
福岡県久留米市
宮ノ陣三丁目４番12号

令和７年３月７日
南西医療器株式会社　鹿児島営業所
鹿児島県鹿児島市新屋敷町2-5-101

1,964,600 円

契約業者は、当該機器の正規代理店で
あり、適切な保守業務の実施が可能な
唯一の業者であることから、契約の性質
又は目的が競争を許さない場合に該当
するため。（日本赤十字社会計規則第
36条第４項）
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11
沖縄県赤十字血液センター
移動採血車クーラー修繕工事

総務部経理課
福岡県久留米市
宮ノ陣三丁目４番12号

令和７年３月11日
株式会社安謝橋電機
沖縄県浦添市西原２丁目1番3号

1,283,766 円

契約業者は、当該車両の電気設備の施
工業者であり、稼働中の既存設備との
連携による動作環境の互換性を維持す
る必要があるため、同工事を安全かつ
迅速に実施できるのは同社のみである
ことから、契約の性質又は目的が競争
を許さない場合に該当するため。（日本
赤十字社会計規則第36条第４項）


